
■環境配慮における取組み内容 

（１）CO２の排出量の抑制（Ｂ地区及びＣ地区） 

（２）CASBEE 川崎Ａランク以上の獲得（Ｂ地区及びＣ地区）

（３）再生可能エネルギーの導入（Ｃ地区）

【Ｃ地区】 

多様な世代向け 

都市型住宅 
多様な世代向け 

都市型住宅 

【Ｃ地区】 

・Ｃ地区に整備する

建築物の屋上の設

置可能な部分に太

陽光発電システム

（公共用・産業用

となる出力 10kW、

設置面積約 100

㎡）を設置する等

再生可能エネルギ

ーを導入する 

多様な世代向け 

都市型住宅 
多様な世代向け 

都市型住宅 

非住宅施設 

【Ｃ地区】 

【Ｂ地区】 

【Ａ地区】 

非住宅施設 

（大学病院）

非住宅施設 

（教育施設）

広場 

多様な世代向けの
都市型住宅 

多様な世代向けの
都市型住宅 

・Ｂ地区の非住宅施設及びＣ地区の住宅及び非住宅施設については、積極的かつ多面的に環境配慮に取り組

むことにより、 BEE 値を 1.5 以上とすることにより、CASBEE 川崎のＡランク以上の環境配慮とする 

緑道 
・積極的かつ多面的に環境配慮に取り組

むことにより、BEE 値を 1.5 以上とする

ことにより、CASBEE 川崎のＡランク以

上の環境配慮とする 

建築物の環境品質 Q-1 室内環境 

・室内環境に配慮し、長期に渡り優良な建築ストックとなるもの

とする 

〈配慮項目〉 

・音環境（遮音、吸音） ・温熱環境（室温制御、空調方式） 

・光・視環境（昼光利用、グレア対策、照度、照明制御） 

・空気質環境（発生源対策、換気） 

建築物の環境品質 Q-2 サービス性能 

・機能性に優れ、耐用性の高い建築物とする 

〈配慮項目〉 

・機能性（機能性・使いやすさ、心理性・快適性、維持管理） 

・耐用性・信頼性（耐震・免震、部品・部材の耐用年数、信頼性） 

・対応性・更新性（空間のゆとり、荷重のゆとり、設備の更新性） 

建築物の環境品質 Q-3 室外環境 

・植栽を施すとともに、建築物及びオープンスペースを一体的

に計画し、周辺との調和に配慮したまちなみ・景観の形成を

目指す 

・地域の快適性の向上に資する整備を図る 

〈配慮項目〉 

・生物環境の保全と創出     ・まちなみ・景観への配慮 

・地域性・アメニティへの配慮 

 （地域性への配慮、快適性の向上、敷地内温熱環境の向上）

非住宅施設 

非住宅施設 

環境負荷低減性 LR-1 エネルギー 

・省エネルギーに関する取り組みを行い、環境負荷の低減を図る 

〈配慮項目〉 

・建物外皮の熱負荷抑制     ・自然エネルギー利用 

・設備システムの高効率化    ・効率的運用 

環境負荷低減性 LR-3 敷地外環境 

・LCCO2 の削減、大気汚染の防止、騒音・振動・悪臭の防止に配

慮した建築物とする 

〈配慮項目〉 

・地球温暖化への配慮 

・地域環境への配慮 

（大気汚染防止、温熱環境悪化の改善、地域インフラへの負荷抑制） 

・周辺環境への配慮（風塵、砂塵、日照阻害の抑制） 

環境負荷低減性 LR-2 資源・マテリアル 

・省資源、リサイクルに十分配慮した建築物とする 

〈配慮項目〉 

・水資源保護          ・非再生性資源の使用量削減 

・汚染物質含有材料の使用回避  

・省エネ法の平成 25 年の省エネ基準に比べて、Ｂ、Ｃ地区に建築される建築物については、建物全体で年間一次エネルギー消費量を削減し、Ｂ地区では基準に適合し、Ｃ地区では

地区全体で 10％以上削減する 

②Ｂ地区からの排出量削減 

・Ｂ地区の大学病院、教育施設については、高度医療拠点

病院の特性上、給湯設備等の負荷が大きいことから一次

エネルギー消費量の削減が困難であるが、最新の仕様の

設備を積極的に導入することにより、照明設備や空調設

備のエネルギー消費量を削減し、平成 25 年の省エネ基

準に適合した計画とする 

①Ｃ地区からの排出量削減 

① １ 住戸からの排出量の削減 

・住宅全体で、年間一次エネルギー消費量を

10％以上削減し、住宅性能表示制度における

一次エネルギー消費量等級５相当（低炭素基

準相当）とする 

住宅専有部 

・年間一次エネルギー消費量を 10％以上削減 

〈想定される設備〉 

・給湯設備：高効率ガス給湯機、節湯水栓、高

断熱浴槽 

・照明設備：白熱灯を使用しない 

住宅共用部 

・高効率型の換気設備、LED 照明等の照明設備、

高効率給湯機等の省エネルギー対策を施す

ことにより、年間一次エネルギー消費量を

10％以上削減

緑道 
歩道状空地 

歩行者 

通路 

太陽光発電 

システム 

(出力 10kW)

非住宅施設 

非住宅施設 

大学病院 

【Ｂ地区】 

【Ａ地区】 

非住宅施設 

①Ｃ地区からの排出量削減 

① ２ 非住宅施設からの排出量削減 

・個別の施設及び共用部に最新の仕様の LED

照明、高効率ビル用マルチエアコン、潜熱回

収型給湯機を積極的に採用するとともに、施

設の配置によっては、ゾーン制御を導入する

等、施設全体として年間一次エネルギー消費

量を 10%以上削減し、建築物省エネルギー性

能表示制度（BELS）☆☆☆相当とする 

教育施設 



（２）「川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築」の推進モデルの実現 

（３）豊かな地域環境の形成 

（１）医療機能の拡充・強化 

【Ｃ地区】 

【Ｂ地区】 

教育施設 

・講堂 

【Ａ地区】 

②高度医療機能と地域医療機能の連携強化 

（Ｂ地区及びＣ地区） 

高齢者福祉機能 

【Ｂ地区】 

・介護予防・地域交流の
拠点機能 

 （老人福祉センター） 
・介護サービス基盤施設 
・高齢者向け住宅 
・交流・相談・情報提供
スペース 

大学病院

教育施設

保育所 

スポーツクラブ 

カフェ 
広場 

【Ｃ地区】 

【Ｂ地区】 

【Ａ地区】 

大学病院

教育施設

保育所 

広場 

多様な世代向けの
都市型住宅 

多様な世代向けの
都市型住宅 

物販 

施設 

・放課後児童クラブ 

・スポーツクラブ

・公共的自転車駐輪場 

カフェ

大学病院 

・患者支援セ

ンター 

・医療連携室 

 等 

①広域対象の高度医療拠点病院の拡充・強化（Ｂ地区） 

ドラッグストア 

クリニック 

モール 

【Ｃ地区】 

③看護系教育機能の整備（Ｂ地区） 

②生活利便機能及び商業機能等の導入（Ｃ地区） 

・スポーツクラブ 

・物販施設、カフェ（商業施設） 

・公共的自転車駐輪場

【Ａ地区】 

広場と導入機能の配置について 

①地域包括ケアの中核を成す高齢者福祉機能の導入（Ｃ地区） 

・介護予防・地域交流の拠点機能、介護サービス基盤施設、高齢者向け住宅 

③医療・福祉従事者の連携や高齢者ケア等に関する情報交流拠点の整備 

・交流・相談・情報提供スペース 

①若い世帯の増加に対応した子育て支援

機能の導入（Ｃ地区）

・保育所・放課後児童クラブ 

・多様な世代向けの都市型住宅機能（川

崎市子育て等あんしんマンション認定

制度に準拠した子育てに配慮した住宅

の導入） 

②多世代が集い交流を促すにぎわい拠点の

形成（Ｃ地区）

■都市機能における取組み内容 






